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衆
議
院
議
員
西
村
智
奈
美
君
提
出
東
京
医
科
大
学
に
お
け
る
女
性
差
別
と
厚
生
労
働
省
医
療
従
事
者
の
需
給
に
関
す
る

検
討
会
医
師
需
給
分
科
会
に
お
い
て
女
性
医
師
が
〇
・
八
掛
け
さ
れ
て
い
た
問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
七
日
内
閣
衆
質
一
九
七
第
六
四
号
）
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
厚

生
労
働
省
の
「
医
療
従
事
者
の
需
給
に
関
す
る
検
討
会
医
師
需
給
分
科
会
」
に
お
け
る
医
師
の
需
給
に
係
る
推
計
（
以
下

「
医
師
需
給
推
計
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
有
識
者
の
議
論
等
を
踏
ま
え
て
そ
の
方
法
が
検
討
さ
れ
、
医
師
の
性
別
及

び
推
定
年
齢
別
の
就
業
率
等
に
基
づ
い
て
推
計
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
平
成
二
十
八
年
六
月
三
日
に
公
表
さ
れ
た

「
医
療
従
事
者
の
需
給
に
関
す
る
検
討
会
医
師
需
給
分
科
会
中
間
取
り
ま
と
め
」
（
以
下
「
中
間
取
り
ま
と
め
」
と
い
う
。
）

の
取
り
ま
と
め
に
当
た
っ
て
行
わ
れ
た
医
師
需
給
推
計
に
つ
い
て
は
、
中
間
取
り
ま
と
め
に
お
い
て
「
新
医
師
確
保
総
合
対

策
・
緊
急
医
師
確
保
対
策
に
基
づ
く
平
成
二
十
・
二
十
一
年
度
か
ら
の
医
学
部
定
員
増
の
臨
時
増
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
早

急
に
結
論
を
得
る
に
当
た
り
、
全
国
レ
ベ
ル
で
の
医
師
の
需
給
動
向
を
踏
ま
え
た
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
た
め
、
限
ら
れ

た
時
間
の
中
で
、
一
定
の
前
提
を
置
い
て
推
計
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
」
、
ま
た
、
「
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
得
る
、
安
心

・
安
全
な
医
療
を
国
民
へ
提
供
す
る
に
は
、
ま
ず
は
将
来
の
男
性
・
女
性
い
ず
れ
の
医
師
に
つ
い
て
も
年
齢
構
成
等
の
変
化

一



を
適
切
に
見
通
す
中
で
、
医
師
の
働
き
方
・
勤
務
状
況
等
の
実
態
に
つ
い
て
、
よ
り
精
度
の
高
い
推
計
を
行
い
、
将
来
、
あ

る
べ
き
医
療
提
供
体
制
と
そ
こ
に
お
け
る
医
師
の
新
し
い
働
き
方
を
示
す
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
し
た
上
で
、
必
要
な
医
師
数
を

推
計
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
で
あ
る
」
等
と
さ
れ
て
お
り
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
。

二


